
 

  

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 13 ⽇（⽉） 9：30〜11：00  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 富⼭県  障害福祉課 

 

富⼭県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 協議の場として、富⼭県⾃⽴⽀援協議会重症⼼⾝障害・医療的ケア部会があり、医療、保健・福祉、教

育・保育の関係機関や当事者団体の代表等 15 名から構成している。市町村関係者も参加している。 
 年１回程度のペースで開催しており、令和３年度末までに４回開催した。 
 例えば、委員からの医療的ケア児に関する実態調査が必要ではないかとの意⾒を踏まえて実態調査（後

述）を⾏い、その結果の報告等を⾏っている。また、令和３年度は、医療的ケア児⽀援法や富⼭県医療
的ケア児等⽀援センター（後述）に関する意⾒が多く寄せられ、今後、施策に反映する予定である。 

 
２．地域資源の分布 

 全般的に地域資源は不⾜しており、地域的にも偏在している。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 これまでに令和元年度、令和３年度の 2 回調査している。 
 令和元年度の調査は、県内の医療的ケア児の実態を把握するために、次のとおり実施した。 

 対  象：在宅で医療的ケアを⽇常的に必要とする０から 19 歳 
 配布⽅法：医療機関と訪問看護ステーションから保護者に調査票（無記名 

式）を配布 
        回 収 等：延べ 222 通配布、68 名が回答 

      調査項⽬：⾝体の状況・医療的ケアの状況、医療の状況・利⽤している 
福祉サービス等の状況、災害に対する備え、必要とするサー 
ビス 等 

 令和３年度の調査は国からの照会に基づくもので、在宅の医療的ケア児等の⼈数を把握するため
に⾏った。その結果、令和３年 4 ⽉時点で医療的ケア児数は 125 名であった。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施の背景 
 前述のとおりである。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 令和元年度調査の結果に基づき、以下のとおり、医療的ケア児の⽣活実態や⽀援施策について課

題の整理を⾏った。 
 

 

  

＜令和元年度「富⼭県における在宅の医療的ケア児等実態調査」報告書概要＞ 

（２）課題 
 国からの照会に基づく令和３年度調査において、回答者（各市町村）から、医療的ケア児の定義

や把握⽅法等を明確に⽰してほしいとの意⾒があった。 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
 富⼭県では平成 30 年度から「富⼭県医療的ケア児等⽀援センター」を設置し、現在までにコーデ

ィネーターを２名配置している。 
 令和３年度までのコーディネーター養成研修の修了者は 108 名（相談⽀援専⾨員や市町村職員、

医療機関職員等）である。 
 
２．配置の効果  

 後述の「テーマⅢ」記載のとおり 
 
３．配置や活動に関する課題 

 後述の「テーマⅢ」記載のとおり 
 なお、令和２年度から、コーディネーター養成研修修了者や市町村職員などを対象に、その時々

の課題（災害対策等）をテーマにフォローアップ研修を実施している。 

 

  

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 富⼭県では平成 30 年度から「富⼭県医療的ケア児等⽀援センター」を設置し、センター⻑（医
師・兼務）のほか、医療的ケア児等コーディネーターである相談員が専任で１名、兼務で１名が
配置されている。相談内容等によっては、院内の多職種（看護師、理学療法⼠等）と連携して対
応している。さらに、必要に応じて他機関と連携する場合もある。 

 医療的ケア児等とそのご家族に対し、専⾨的な相談⽀援や広域的な相談⽀援等のほか、障害福祉
サービス事業所等や訪問看護ステーション、コーディネーター在籍機関等への情報提供、研修会
の開催などを⾏っている。 

 センターは富⼭県リハビリテーション病院・こども⽀援センター16に併設している。  
 令和３年度の事業費（委託費）は 350 万円である。 

＜富⼭県医療的ケア児等⽀援センターの業務内容＞ 

 
 

  

 
16 医療機関、医療型障害児⼊所施設、児童発達⽀援センター等を運営する複合的な施設 

 

  

＜富⼭県医療的ケア児等⽀援センターと関係機関との連携＞ 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 前述のとおり 
 
２．センター設置の効果 

 医療的ケア児等やそのご家族からの相談に対応できる窓⼝を確保することができた。また、関係機関を
⽀援する仕組みの構築が進んだ。 

 医療機関等に併設しているという強みを活かし、多職種連携による対応が⾏えるようになった。 
 
３．設置や運営に関する課題 

 「医療的ケア児⽀援法」を踏まえたセンター機能のさらなる充実や市町村が配置したコーディネーター
等とのさらなる連携等が課題だと考えている。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 避難⾏動要⽀援ガイドラインの改訂や市町村担当職員を対象とした研修会の開催、要⽀援者及び
避難⽀援等関係者向けの啓発パンフレット作成等を実施している。 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 令和２年度の医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修において、災害時を⾒据えた

平時からの⽀援の在り⽅をテーマとして扱った。 
 今後、県内の医療機関が医療的ケア児家庭に向けて災害に備えて⾮常電源を貸し出す場合にその

購⼊経費を補助するといった⽀援を⾏うことを検討している。 
 
２．取組に関する課題 

 聴取事項なし 
以上 

  



 

  

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 14 ⽇（⽕） 13：00〜15：00  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ ⾼知県 障害福祉課 

 

⾼知県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 協議の場として⾼知県⾃⽴⽀援協議会のほか、⾼知県重症⼼⾝障害児者等⽀援体制整備協議会を平成 30

年度から設置しており、年２回程度開催している。 
 医療的ケア児に特化しているわけではなく、重度⼼⾝障害児等についても広く議論している中で、医療

的ケア児についても取り扱っている。 
 議論の内容は市町村にも別途説明するなどして共有している。 

 
２．地域資源の分布 

 東⻄に⻑い地理的特徴を有しており、⾼知市に医療資源等が集中している。 
 障害児相談⽀援事業所や障害児通所⽀援事業所、短期⼊所事業所などは不⾜もしているし、地域偏在も

ある。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 医療的ケア児数を把握するため、令和元年度に市町村に照会した。⺟⼦健康⼿帳の交付等を通じ
て市町村が把握している⼈数を報告してもらっており、その時点では 90 ⼈との報告があった。 

 令和 2 年度は、埼⽟県の取組を参考に、医療機関から対象となる医療的ケア児の保護者にアンケ
ート調査を配布してもらった。調査票は 150 件ほど送付し、68 ⼈から回答を得た。 

 調査実施にあたっては、県医師会の⼩児科医会にあらかじめ説明と協⼒のお願いをするとともに、
協議会の委員である医師にも協⼒をいただき、⽐較的⾼い回収率を確保できたと考えている。 

 アンケートの内容は、⼦どもや家族の状況、⽀援サービスや災害時の対策の実施状況、避難先等
としている。 

 今後も毎年度同様の調査を実施するかどうか検討中である。 
 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査実施の背景 
 これまでは医療的ケア児数等の把握は市町村に任せていたが、市町村にとっては負担が⼤きいの

で、詳細な実態については県が把握することとした。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 アンケート調査回収時に、住まいの市町村に情報を共有して良いかどうか尋ねており、同意いた

だいた⽅に回答をいただいている。これらの情報も参考にしながら、来年度以降、個別避難計画
を策定してもらう想定である。その際に、医療的ケア児等⽀援コーディネーターがサポートする

 

  

予定である。 
 

（２）課題 
 聴取事項なし。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 コーディネーターは令和元年度から令和３年度にかけての養成研修により 82 名養成したが、各
地域の事業所等で勤務しており、医療的ケア児等コーディネーターとして配置していなかった。
市ごとにコーディネーターを配置することは難しいため、後述するセンターがコーディネーター
の派遣調整を⾏い、全ての医療的ケア児にコーディネーターや相談⽀援専⾨員が付くようにした
いと考えている。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

 コーディネーターの役割は以下のように整理している。 
＜コーディネーターの役割＞ 

 
２．配置の効果  

 聴き取り事項なし 
 
３．配置や活動に関する課題 

 これまでは研修を実施して終了であったが、⾹川県の取組を参考に、来年度からフォローアップ研修を
実施する予定である。 

 

  

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 これまでにもコーディネーターはいたが、必ずしも医療的ケア児等と繋がるとは限らないこと、
コーディネーターに報酬がつかないケースがあること、経験の浅いコーディネーターをサポート
する仕組みがないことなどが問題であった。 

 そこで、「重症⼼⾝障害児者・医療的ケア児等⽀援センター」を設置し、コーディネーターの派遣
調整やスーパーバイズ、医療機関などとの連絡調整を⾏う体制を取ることとした。 

 センターの運営は、重症⼼⾝障害児施設（社会福祉法⼈⼟佐希望の家）に委託している。また「医
療的ケア児等スーパーバイザー」は、同法⼈の職員であり、相談⽀援専⾨員として⻑年地域の重
症⼼⾝障害児者、医療的ケア児の⽀援に従事してきた経験を持つ⼈材が務めている。なお、県相
談⽀援専⾨員協会の理事を務めている⼈材でもある。 

＜センター設置について＞ 

 
 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 2021 年 4 ⽉に設置して関係者に周知していく予定であったが、新型コロナウイルス感染症の関係
で⼗分に実施できず、9〜10 ⽉になってようやく周知等にも取り組めるようになった。 

 現在、前述のアンケートに回答してもらった 68 名について、サービス未利⽤者でどこの事業所・
相談⽀援専⾨員やコーディネーター等にもつながっていない医療的ケア児については、センター
がフォローするよう調整を進めている。 

  

 

  

 
＜センターによる医療的ケア児等のフォロー＞ 

 
 
２．センター設置の効果 

 聴き取り事項なし 
 
３．設置や運営に関する課題 

 実態調査は⾏っているが把握している数が実態に即しているか不明である。また、特に福祉サービスを
利⽤していない医療的ケア児についての情報を把握し切れていないため、今後センターが中⼼となって
情報を収集・集約する予定である。 

 成⼈移⾏⽀援にまでは⼿が回っていない。⽇中過ごす場がない等といった課題は把握している。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 個別避難計画策定についてはコーディネーターがサポートする体制を来年度から取る予定である。
（コーディネーターには 1 件 5000 円⽀給予定） 

 ⾃⼰導尿のみといった軽微な医療的ケアが必要な児については策定対象外としている。 
 実際は⾃宅避難がほとんどである。透析患者や⼈⼯呼吸器装着事例においてどのように避難をサ

ポートすべきか、現在マニュアルの改訂作業を進めている。 
  



 

  

 
＜個別避難計画の策定状況＞ 

 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 市町村が主体となって、医療機器に対応した⾮常⽤電源の給付を⾏っている（⽇常⽣活⽤具給付

事業）。 
 
２．取組に関する課題 

（１）避難後の対応について 
 計画を策定している市町村からも計画は避難するまでの内容であるため、避難後の⽀援について

課題を感じるとの意⾒がある。 
 

 
以上 

  

 

  

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 14 ⽇（⽕） 15：30〜17：00  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 奈良県 障害福祉課 

 

奈良県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 ⾃⽴⽀援協議会とは別に、医療的ケア児を含む重症⼼⾝障害児等に関する協議の場を設置している。令

和元年度に設置したが、コロナの影響もあり直近でも開催できていない。開催できていれば年１〜２回
の頻度で開催の予定であった。 

 協議の場の前⾝として、奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センターの設置に向けたＷＧがあった。ＷＧ時に
は市町村も委員として⼊っていたが、協議の場に特定の市町村のみを委員として⼊れるのは公平性に⽋
けるとの考えから、協議の場には市町村は⼊っていない。 

 その他、医療、福祉、教育など庁内関係部署の担当者（係⻑以下）が集まる医療的ケア児等の関係課会
議がある。令和元年度までは保育関連部署からの参加はなかったが、医療的ケア児等への⽀援の取り組
みが求められてきたことから、令和 2 年度から参加となっている。 

 
２．地域資源の分布 

 医療的ケア児の受⼊れ可否等の詳細な情報は把握できていない。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 医療的ケア児を含めた重症⼼⾝障害児等の⽀援施策を検討するため、今年度、実態把握のための
調査を⾏っている。 

 対象は重症⼼⾝障害児者及び医療的ケア児者としており、障害の発⽣は 18 歳未満としている。調
査票は（１）令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇時点で⾝体障害者⼿帳の１・２級及び療育⼿帳の A1・A2 を重
複してお持ちの⽅への郵送、または（２）利⽤される関係機関（⼊所施設、訪問看護サービスス
テーション、学校など）からの郵送や⼿渡し、によるものとしている。 

 調査対象である重症⼼⾝障害児者及び医療的ケア児者数は 1000 ⼈程度ではないかと⾒込んでい
る。 
 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査実施の背景 
 これまでも重症⼼⾝障害児者または医療的ケア児者を対象に 5 年に 1 回の頻度で調査を実施し

ている。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 アンケート調査回収時に、居住する市町村に情報共有することを伝えており、同意いただいた⽅

に回答をいただいている。これらの情報は市町村における個別避難計画の策定への参考になると

 

  

考えている。 
 

（２）課題 
 18 歳未満の医療的ケア児は訪問看護ステーションを何らかの形で利⽤していると考えられるた

め、概ね調査票はいきわたる⾒通しである。 
 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 令和 3 年１⽉に設置した「奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センター」にコーディネーターを配置し
ている。コーディネーターは、医療・福祉双⽅から関わることができるよう、看護師と福祉職の
職員１名ずつ、計 2 名を配置している。 

 令和元年度以降、コーディネーターはこれまで 98 名養成してきた。研修受講要件について特に資
格等は定めていないが、相談⽀援専⾨員の受講が多い。 

 研修修了者の所属する機関（相談⽀援事業所等）は⼀覧にして県のホームページで公開している。 
 

（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 
 テーマⅢ参照 

 
２．配置の効果  

 テーマⅢ参照 
 
３．配置や活動に関する課題 

 地域のコーディネーターの活⽤が課題となっており、また、研修を⾏っただけの状態であるため、
関係者の中でも問題を指摘する声があった。そこで今年度、フォローアップ研修を初めて開催す
る予定である。フォローアップ研修では、グループワークを⾏う予定である。 
 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 令和３年 1 ⽉より、奈良県障害者総合⽀援センター内に「奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センター」
を開設した。 

 本センターは、重症⼼⾝障害児者、医療的ケア児等とその家族が、⾝近な地域において⼼⾝の状
況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の⽀援を受けられるよう、専⾨相談員を
配置し、広域的・専⾨的な相談⽀援や各関係機関との連携・調整等を⾏うこととしている。 

 センターでは、⽀援者からの相談のほか、ご家族からの相談にも対応する。その他、⽀援者の育
成や、関係機関の連絡・調整も⾏う。 

 

  

＜センター設置について＞ 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 令和 3 年 4 ⽉に「奈良県重症⼼⾝障害児等の地域⽣活の⽀援に関する条例」を制定し、医療的ケ
ア児等への⽀援については県の施策として推進している。 

＜条例の概要＞ 

  



 

  

２．センター設置の効果 
 今後検証予定。 

 
３．設置や運営に関する課題 

 地域における課題整理や地域資源発掘も重要ではあるが、医療的ケア児等の実情・課題の把握がまだ⼗
分ではないため、まずは現状を把握し、その内容を施策へ効果的に反映していくことが課題となってい
る。 

 県内には地域資源が⼗分ではない。今後は、条例において設置を定めている「重症⼼⾝障害児者地域⽀
援センター」の設置を推進し、「奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センター」、「重症⼼⾝障害児者地域⽀援セ
ンター」及び市町村などの関係機関と連携した重層的な⽀援体制の構築が課題である。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 個別避難計画策定については市町村の取組に依るところが⼤きく、県としては、災害時の対策に
ついてリーフレットやしおりを作成するなどの周知啓発活動を⾏っている。 
 

 
（２）停電時の電源確保対策 

 実施していない。 
 
２．取組に関する課題 

 聴取事項なし。 
以上 

  

 

  

実施⽇ 2022 年 1 ⽉ 7 ⽇（⾦） 10：00〜11：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 北海道札幌市 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 

札幌市の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 平成 30 年度より札幌市医療的ケア児⽀援検討会（以下「検討会」と表記）を設置しており、今年度は 2

回開催した。 
 検討会には⾏政の各部署のほか、医師、訪問看護ステーション、保育所、当事者等が参加している。 
 検討会ではこれまで、ライフステージにあわせた課題整理を⾏っており、出⽣・在宅移⾏期、乳幼児期、

学齢期、成⼈期とある中で、⼀元的に相談できる場所がないという課題等が挙げられている。 
 
２．地域資源の分布 

 市内には医療的ケア児の受け⼊れをしている特別⽀援学校があるが、地域的な偏在が⾒られる。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 ⺟⼦保健事業や各種⾏政サービス、地域の保健師等が把握している医療的ケア児の捕捉に努めて
いる。医療機関から⾏政への相談や、乳幼児健診未受診等がきっかけで把握することもある。 

 令和２年の新型コロナウイルス感染症の拡⼤時には、精製⽔等を配布するために医療機関を経由
して調査を⾏ったが、今後継続的に実施するかどうかは現時点では未定である。 

 令和２年 9 ⽉時点で医療的ケア児数は 300 ⼈程度である。 
 なお、医療的ケア児の⽣活実態や⽀援ニーズの把握という趣旨では、平成 30 年度に、「医療的ケ

アを必要とする⼦どもに関する調査」を実施している。調査は、以下の２つの⽅法によって実施
した。 
(ア) 医療機関やサービス事業所、学校、当事者団体等を介した医療的ケア児家族への調査票配布 
(イ) 札幌市医療的ケア児⽀援検討会ウェブページへの調査票の掲載 

 調査の結果、約 300 ⼈と推計される市内の医療的ケア児の 40〜48％程度から回答を得ることが
できた。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施の背景 
 上述のとおり、新型コロナ感染症対策が⼈数把握に取り組む１つのきっかけとなった。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 実態調査の結果は、検討会でも課題整理に活⽤している。 

 
（２）課題 

 ⾏政サービスを起点とする把握では、サービスにつながっていない医療的ケア児の把握が困難と

 

  

いう課題がある。 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 コーディネーターは、市としての配置は現時点では⾏っていない。理由は予算や⼈員が不⾜して
いるためである。 

 医療的ケア児等コーディネーター養成研修は北海道が主催しているが、道から情報共有を受けて
市内の研修修了者の状況は把握している。 

 コーディネーター研修とは別に、札幌市では、毎年医療的ケア児等⽀援者養成研修も実施してお
り、令和３年度は福祉関係者や⾏政職員、医療関係者等の⽀援者約 200 ⼈からの申込があった。
新型コロナウイルス感染症に配慮し、オンライン形式で全 30 本ほどの動画を座学形式で閲覧す
るとともに、グループディスカッションをするという内容になっている。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

 聴き取り事項なし 
 

２．配置の効果  
 聴き取り事項なし 

 
３．配置や活動に関する課題 

 市におけるコーディネーター配置についての検討は今後の課題である。 
 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 医療的ケア児⽀援センターではないが、医療的ケア児等を受け⼊れる（受け⼊れようとする）⽀
援機関等をサポートする取組として、札幌市医療的ケア児等⽀援機関サポート医師配置業務があ
る。 

 本事業は令和 2 年 10 ⽉より開始しており、医療法⼈に委託して実施している。 
 医療的ケア児を受け⼊れている（受け⼊れようとする）事業所や学校、保育所等からの相談に応

じて、医師をはじめとした専⾨スタッフが⽀援⽅法について助⾔・指導等を⾏うものである。 
 相談件数は１か⽉当たり６件程度であるが、相談１件につき複数回訪問して対応することもある。 
 最近は学校からの問い合わせが多い傾向がある。 

 
  

 

  

（２）設置の検討過程や活動等について 
 令和元年度に策定した「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019（計画期間：2019

年度〜2022 年度）」において、政策⽬標①「お互いに⽀え合う地域福祉が息づく街」を実現する
ための主な事業の⼀つとして「医療的ケア児等の⽀援体制構築事業」が挙げられており、その事
業内容を「医療的ケア児等⽀援者研修を実施するとともに、サポート医師が障がい福祉サービス
事業所、学校、保育所などを⽀援し、医療的ケア児等の⽀援体制の充実を図ります。」としていた。 

 これを具現化するために令和 2 年 10 ⽉から「札幌市医療的ケア児等⽀援機関サポート医師配置
業務」を実施することとなった。 

 
２．センター設置の効果 

 札幌市医療的ケア児等⽀援機関サポート医師配置業務については、医療的ケア児の受⼊れに慣れていな
い事業所等に対して、多職種のチーム（相談内容に応じて医師、看護師、相談⽀援専⾨員等が適時対応）
が助⾔指導に当たっており、医療的ケアに関する実技指導や環境整備に関する助⾔なども⾏っている。 

 
３．設置や運営に関する課題 

 相談案件ベースでは関係機関・関係者との連携はできているが、平時から連携頻度が上がると良いと感
じている。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 要配慮者の中に医療的ケア児が含まれるものと理解している。⽀援を必要とする医療的ケア児等
とその家族が申し出る他は、地域の町内会や⾃治会、⾃主防災組織等の⽀援団体が働きかけるこ
とによって、個別避難計画を策定する。 

 避難⾏動要⽀援者名簿情報を活⽤して個別避難計画を策定する場合もある。当該名簿情報は⽀援
団体が札幌市に申請した上で市と協定を結び、かつ本⼈の同意を得た場合において⽀援団体に提
供され、その情報をもとに個別避難計画が策定される。 

 札幌市では、個別計画作成は⽀援団体に依頼しているが、市として「個別避難計画シート」を⽤
意することで、災害時に網羅されるべき必要な情報が収集できるようにナビゲートしており、そ
れをもってどのような内容の計画になっているかを概ね把握することができている。 

 その他、要配慮者⼆次避難所候補施設を平時から広く⼀般に公開している。 
  



 

  

＜個別避難計画シート＞ 

 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 在宅で⼈⼯呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使⽤する呼吸器機能障がいのある市

⺠や難病患者等に対し、⾮常⽤電源装置等の購⼊に係る費⽤の助成を⾏っている。 
 

（３）その他 
 市では平成 30 年９⽉に発⽣した北海道胆振東部地震において⼤規模停電（ブラックアウト）を

経験しており、この時の対応については第 5 回検討会（平成 31 年３⽉開催）で振り返りを⾏っ
ている。 

 特に、在宅の⼈⼯呼吸器患者への対応については⼟畠智幸委員（医療法⼈稲⽣会理事⻑）が事例
報告を⾏った（報告資料は別紙参照）。検討会の場では、在宅の⼈⼯呼吸器患者の災害対策とし
て、平時から電気依存度別の安否確認リストを定期的に（⽉１回）更新していたことが報告され
た。また⼤規模停電下では、法⼈外部との連携が貴重な情報源だったこと、具体的には全国の⼩
児科医で構成される災害時⼩児周産期リエゾン17と情報共有を⾏ったことが報告されている。⻑
期停電下においては電⼒復旧の⾒通しや各医療機関の病床稼働状況等に関する情報収集に限界
があったところ、メーリングリストを通じて正確な情報が得られたことに加え、災害対策の知識

 
17 災害時に、都道府県が⼩児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に⾏えるよう、保健医療調整本部にお
いて、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助⾔及び⽀援を⾏う都道府県災害医療コーディネ
ーターをサポートすることを⽬的として、都道府県により任命された者を指す。（出典：厚⽣労働省「災害時⼩児周産期リエゾン
活動要領」） 

 

  

及び経験豊富な医師から貴重な助⾔を得られたと報告された。 
 
２．取組に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

以上 
 

  

別紙（北海道札幌市） 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 



別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 



別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料３.事例集 

 

 

 

 

# 自治体名 

１ 岐阜県 

２ 香川県 

３ 長野県 

４ 青森県 

５ 富山県 

６ 高知県 

７ 奈良県 

８ 福岡県北九州市 

９ 東京都世田谷区 

10 茨城県つくば市 

11 北海道札幌市 
 

 

 

 

【留意事項】 
本事例集は、令和３年７月から令和４年１月にかけて実施したヒアリング調査の結果等に基づいて作

成しています。「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されたのは令和３年

９月 18 日であり、各事例（各自治体）の取組内容は必ずしも同法に沿ったものとは限らないことを

予めご了承ください。 
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